令和６年全国家計構造調査の概要

１　調査の目的

　「全国家計構造調査」は家計における消費，所得，資産および負債の実態を総合的に把握し，世帯の所得分布及び消費の水準，構造等を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする調査である。

２　調査の沿革

　1959年（昭和34年）の第1回調査以来5年ごとに実施してきた「全国消費実態調査」を全面的に見直して実施するものであり，令和６年調査はその14回目に当たる。

３　調査の根拠法令

　統計法（平成19年法律第53号）に基づく基幹統計調査（基幹統計「全国家計構造統計」）を作成するための調査として，全国家計構造調査規則（昭和59年総理府令第23号）に基づいて実施された。

４　調査の期間
　2024年（令和６年）10月及び11月の2か月間実施した。

５　調査の対象

　全国の全ての世帯のうち，総務大臣の定める方法により選定された約90,000世帯を対象とした。
６　調査事項
　「家計簿」，「年収・貯蓄等調査票」及び「世帯票」の3種類の調査票により，以下の事項を調査した。
ア　日々の家計の収入と支出
イ　年間収入
ウ　預貯金などの金融資産
エ　借入金
オ　世帯構成
カ　世帯員の就業・就学状況
キ　現住居の状況（床面積、建築時期など）
ク　現住居以外の住宅・宅地の保有状況
市町村調査は，3種類全ての調査票により，上記アからクの事項を調査する「基本調査」と，「年収・貯蓄等調査票」及び「世帯票」の2種類の調査票により，上記イからクの事項を調査する「簡易調査」で調査した。
７　調査の方法
　調査は，「総務大臣―都道府県知事―市町村長―指導員―調査員―調査世帯」の流れにより，調査員が調査対象世帯に調査票を配布することにより実施した。調査票の提出は，次のいずれかの方法を世帯が選択し回答した。
　ア　インターネット回答
　イ　調査員に提出
　ウ　郵送により提出（「簡易調査」の場合） 
８　統計表の秘匿処理について
　調査世帯の回答を保護する観点から、集計世帯数が2.5未満の時は、金額等を「Ｘ」と記載している。
　また、「集計世帯数」が１となるセルを特定できないようにする観点から、「集計世帯数」は概数となっている。具体的には、集計世帯数が５未満の時は、「Ｘ」とし、集計世帯数が５以上の時は１の位で四捨五入している。
（例：集計世帯数が７世帯→「集計世帯数（概数）」に「10」としている）

